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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る行政処分について 
 

平成27年８月21日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）

第14条の３の２の規定に基づき、行政処分を行った。 

 

記 

 

１ 行政処分の内容 

(1) 住 所 兵庫県神戸市中央区港島中町八丁目２－10 

名称及び代表者 株式会社関西メタルネットワーク 

        代表取締役 増本修治 

(2) 処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

(3) 処分年月日 平成27年８月21日 

 

２ 兵庫県の許可内容  

・許 可 の 種 類  産業廃棄物収集運搬業（積替え・保管を含まない） 

・許 可 年 月 日  平成22年12月16日 

・許 可 番 号  第02804144808号 

・許 可 の 期 限  平成27年12月15日 

・取扱産業廃棄物の種類   廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、 

              金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 

がれき類 

  以上８種類                       

 

３ 処分の理由 

被処分者は、平成27年７月13日付けで神戸地方裁判所から破産手続開始の決定を受けた。 

被処分者は、法第14条第５項第２号イにおいて準用する法第７条第５項第４号イに該当するため、

取消処分を行う。 

 

 


